
令和７年３月に公布した条例  

条例番号 条例名 制定改廃等の理由及び概要 所管課名 

第１号 地 方 公 務 員 法 の

一 部 を 改 正 す る

法 律 の 施 行 に 伴

う 関 係 条 例 の 整

備 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す

る条例  

【理由】  

人事院勧告及び群馬県人事委員会勧告を

踏まえ並びに一般職の職員の給与に関する

法律等の一部を改正する法律による地方公

務員法の一部改正に伴い、改正の必要を認

めたもの  

【概要】  

⑴  暫定再任用職員に住居手当を支給する

ことに伴い、適用除外とする規定を改め

るもの  

⑵ 引用する項ずれを改めるもの  

職員課 

第２号 伊 勢 崎 市 一 般 職

の 職 員 の 勤 務 時

間、休暇等に関す

る 条 例 及 び 伊 勢

崎 市 職 員 の 育 児

休 業 等 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改

正する条例  

【理由】  

育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律及び次世

代育成支援対策推進法の一部を改正する法

律による育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

一部改正に伴い、改正の必要を認めたもの 

【概要】  

⑴  第１条関係（伊勢崎市一般職の職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部改

正）  

 ア  時間外勤務免除の請求ができる職員

の範囲を拡大するもの  

  イ  仕事と介護を両立するための勤務環

境の整備に関する措置等を講じるもの  

⑵  第２条関係（伊勢崎市職員の育児休業

等に関する条例の一部改正）  

職員課  



  引用する条ずれを改めるもの  

第３号 刑 法 等 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 及

び 刑 法 等 の 一 部

を 改 正 す る 法 律

の 施 行 に 伴 う 関

係 法 律 の 整 理 等

に 関 す る 法 律 の

施 行 に 伴 う 関 係

条 例 の 整 理 に 関

する条例  

【理由】  

刑法等の一部を改正する法律による刑法

の一部改正及び刑法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係法律の整理等に関する

法律による地方自治法の一部改正により、

罰 則 等 に 係 る 規 定 の 整 理 を 行 う こ と に 伴

い、制定の必要を認めたもの  

【概要】  

罰則及び人の資格に係る規定のうち懲役

又は禁錮を拘禁刑に改めるもの  

事 務 管 理

課  

第４号 伊 勢 崎 市 職 員 退

職 手 当 支 給 条 例

の 一 部 を 改 正 す

る条例  

【理由】  

雇用保険法等の一部を改正する法律によ

る雇用保険法の一部改正に伴い及び国家公

務員退職手当法の一部改正に準じ改正の必

要を認め、併せて条文の整備を図るもの  

【概要】  

⑴  就業手当が廃止されること及び基本手

当の給付日数に係る特例等の暫定措置が

２年間延長されることに伴い、規定の整

備を図るもの  

⑵ その他条文の整備を図るもの  

職員課  

第５号 伊 勢 崎 市 学 校 給

食 セ ン タ ー 事 業

費 特 別 会 計 条 例

を廃止する条例  

【理由】  

中学生の学校給食費を無償化することに

より学校給食センター事業を特別会計にお

いて経理する必要がなくなることに伴い、

廃止の必要を認めたもの  

健 康 給 食

課  

第６号 伊 勢 崎 市 市 税 条

例 等 の 一 部 を 改

正する条例  

【理由】  

情報通信技術の活用による行政手続等に

係る関係者の利便性の向上並びに行政運営

事 務 管 理

課  



の簡素化及び効率化を図るためのデジタル

社会形成基本法等の一部を改正する法律に

よる行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律の一部

改正に伴い改正の必要を認め、併せて条文

の整備を図るもの  

【概要】  

⑴  第１条関係（伊勢崎市市税条例の一部

改正）  

引用する項ずれを改めるもの  

⑵  第２条関係（伊勢崎市都市計画税条例

の一部改正）  

引用する項ずれを改めるもの  

⑶  第３条関係（伊勢崎市行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利

用に関する条例の一部改正）  

ア 引用する項ずれを改めるもの  

イ その他条文の整備を図るもの  

第７号 伊 勢 崎 市 手 数 料

条 例 の 一 部 を 改

正する条例  

【理由】  

建築物エネルギー消費性能適合性判定等

に関する手数料を定めること及び手数料の

算定方法等を見直すこと並びに宅地造成又

は特定盛土等に関する中間検査に係る手数

料を定めることに伴い改正の必要を認め、

併せて条文の整備を図るもの  

【概要】  

⑴  建築物エネルギー消費性能適合義務の

範囲が拡大し、審査項目が増加したこと

により手数料を増額するもの  

建 築 指 導

課  



⑵  建築物エネルギー消費性能適合性判定

に関する審査対象を追加するもの  

⑶  建築物エネルギー消費性能向上計画の

認定等に関する手数料の算定方法を見直

すもの  

⑷  宅地造成又は特定盛土等に関する中間

検査に係る手数料を定めるもの  

⑸ その他条文の整備を図るもの  

第８号 伊 勢 崎 市 公 民 館

条 例 の 一 部 を 改

正する条例  

【理由】  

伊勢崎市豊受公民館の新築に伴い、改正

の必要を認めたもの  

【概要】  

⑴ 豊受公民館の位置を改めるもの  

⑵  新たな豊受公民館の各貸出部屋の使用

料の額を定めるもの  

生 涯 学 習

課  

第９号 伊 勢 崎 市 家 庭 的

保 育 事 業 等 の 設

備 及 び 運 営 に 関

す る 基 準 を 定 め

る 条 例 の 一 部 を

改正する条例  

【理由】  

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準等の一部を改正する内閣府令による家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準

の一部改正に伴い、改正の必要を認めたも

の  

【概要】  

家庭的保育事業所等における食事提供の

特例に関する要件を改めるもの  

こ ど も 保

育課  

第１０号 伊 勢 崎 市 特 定 教

育・保育施設及び

特 定 地 域 型 保 育

事 業 の 利 用 者 負

担 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す

【理由】  

生活保護法による被保護世帯等に係る利

用 者 負 担 の 軽 減 措 置 を 拡 充 す る こ と に 伴

い、改正の必要を認めたもの  

【概要】  

生活保護法による被保護世帯等に属する

学 校 教 育

課  



る条例  子どもの一時預かり事業における利用者

負担の額について、０円とするもの  

第１１号 伊 勢 崎 市 乳 児 等

通 園 支 援 事 業 の

設 備 及 び 運 営 に

関 す る 基 準 を 定

める条例  

【理由】  

子ども・子育て支援法等の一部を改正す

る 法 律 に よ る 児 童 福 祉 法 の 一 部 改 正 に 伴

い、制定の必要を認めたもの  

【概要】  

⑴  事業を実施する最低基準及び一般原則

を定めるもの  

⑵  非常災害対策及び利用者の安全確保を

定めるもの  

⑶  職員の要件及び利用者の取扱いを定め

るもの  

⑷  事業所の設備基準、衛生管理及び内部

規程を定めるもの  

⑸  秘密保持、苦情への対応、保護者との

連携体制を定めるもの  

こ ど も 保

育課  

第１２号 伊 勢 崎 市 中 小 企

業・小規模企業振

興基本条例  

【理由】  

中小企業・小規模企業の振興に関する基

本理念を定め、中小企業・小規模企業の振

興に関する施策の総合的な推進を図ること

に伴い、制定の必要を認めたもの  

【概要】  

⑴  目的、定義及び基本理念について定め

るもの  

⑵  市の責務及び中小企業・小規模企業等

の役割について定めるもの  

⑶  市民の理解及び協力について定めるも

の  

⑷  中小企業・小規模企業の振興に関する

商 工 労 働

課  



基本的施策について定めるもの  

⑸ 財政上の措置等について定めるもの  

第１３号 伊 勢 崎 市 小 口 資

金 融 資 促 進 条 例

の 一 部 を 改 正 す

る条例  

【理由】  

群馬県小口資金融資促進制度に準じ、改

正の必要を認めたもの  

【概要】  

資金の借換えを令和７年度も可能とする

もの  

商 工 労 働

課  

第１４号 伊 勢 崎 市 布 設 工

事 監 督 者 の 配 置

基 準 及 び 資 格 基

準 並 び に 水 道 技

術 管 理 者 の 資 格

基 準 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 の 一 部

を改正する条例  

【理由】  

建設業法施行令及び国立大学法人法施行

令の一部を改正する政令による建設業法施

行令の一部改正に伴い、改正の必要を認め

たもの  

【概要】  

 引用する条ずれを改めるもの  

上 下 水 道

局総務課  

第１５号 伊 勢 崎 市 上 下 水

道 事 業 職 員 の 給

与 の 種 類 及 び 基

準 に 関 す る 条 例

等 の 一 部 を 改 正

する条例  

【理由】  

伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条

例の一部改正に準じ、改正の必要を認めた

もの  

【概要】  

⑴  第１条関係（伊勢崎市上下水道事業職

員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部改正）  

 ア  扶養手当及び管理職員特別勤務手当

の支給要件の見直しを行うもの  

 イ  定年前再任用短時間勤務職員に住居

手当を支給することに伴い、適用除外

とする規定を改めるもの  

上 下 水 道

局総務課  



⑵  第２条関係（伊勢崎市上下水道事業職

員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例の一部改正）  

暫定再任用職員に住居手当を支給するこ

とに伴い、適用除外とする規定を改めるも

の  

第１６号 伊 勢 崎 市 公 共 下

水 道 条 例 の 一 部

を改正する条例  

【理由】  

指定工事店における下水道排水設備工事

責任技術者の専属規定の見直し及び下水道

法施行令の一部を改正する政令による下水

道法施行令の一部改正に伴い改正の必要を

認め、併せて条文の整備を図るもの  

【概要】  

⑴  指定工事店における下水道排水設備工

事責任技術者の専属の規定を選任に改め

るもの  

⑵  公共下水道からの放流水に含まれる大

腸菌群数に係る基準を大腸菌数に係る基

準に改めるもの  

⑶ その他条文の整備を図るもの  

下 水 道 整

備課  

第１７号 伊 勢 崎 市 病 院 事

業 職 員 の 給 与 の

種 類 及 び 基 準 に

関 す る 条 例 等 の

一 部 を 改 正 す る

条例  

【理由】  

伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条

例の一部改正に準じ、改正の必要を認めた

もの  

【概要】  

⑴  第１条関係（伊勢崎市病院事業職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部

改正）  

 ア  扶養手当、管理職員特別勤務手当等

の支給要件の見直しを行うもの  

経 営 企 画

部総務課  



 イ  定年前再任用短時間勤務職員に住居

手当を支給することに伴い、適用除外とす

る規定を改めるもの  

⑵  第２条関係（伊勢崎市病院事業職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例の一部改正）  

暫定再任用職員に住居手当を支給するこ

とに伴い、適用除外とする規定を改めるも

の  

 


